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答

弁

第

四

号 

    

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
国
宝
塩
船
観
音
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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質
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七
月
二
十
一
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衆

議

院

議
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原 
喜 
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内
閣
総
理
大
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吉 
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茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
国
宝
塩
船
観
音
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

本
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
国
立
博
物
館
等
の
職
員
が
実
地
調
査
を
な
し
、
相
当
腐
朽
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て

い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
何
分
に
も
予
算
の
関
係
で
直
ち
に
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
な
る
べ
く
近
い
将
来
に
国
庫
補
助
を
行
い
、
修
理
を
助
成
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

右
答
弁
す
る
。 




